
22-1 

第２２号議案 

 

 

 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

   平成２３年２月２２日提出 

 

 

 

                       芦屋市長 山 中  健 

 

 

 

 

提案理由 

 

 出産育児一時金の給付額を改正するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

芦屋市国民健康保険条例（昭和３８年芦屋市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

 

第５条第１項中「３５０，０００円」を「３９０，０００円」に改める。 

 

 附則第４条を削り，附則第５条を附則第４条とし，附則第６条を附則第５条とする。 

 

 

   附 則 

  

 この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 
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参 照 

 

 

   芦屋市国民健康保険条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

出産育児一時金の給付額を改正するため，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 出産育児一時金の額を３９０，０００円とする。（第５条関係） 

 

  ※ 平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間は，経過措置によ

り，３５０，０００円を３９０，０００円としている。 

 

(2) その他関係条文の整理 

 

３ 施行期日 

  平成２３年４月１日 

 


